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（仮称）第４期県立高校将来構想答申中間案（素案）対照表 

答申骨子 中間案（素案） 

 

第１章 新たな県立高校将来構想の策定について 

１ 策定の趣旨 

 ・急速な少子化の進行と人口減少局面の継続 

 ・生徒の多様な教育的ニーズに応じた学びと可能性を広げるための学習環境整備の必要性 

・生徒一人一人の個性や背景を尊重した教育を通じたウェルビーイングの実現 

・地域産業を支える人材育成に向けた産業分野の学びの確保 

・第３期構想との関係性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 新たな県立高校将来構想の策定について 

１ 策定の趣旨 

○ 本県では、平成３１年２月に策定した「第３期県立高校将来構想」（平成３１年度～令和１０年度）に基づき、少子化の影響や小規

模校の増加に伴う教育環境の整備・充実など、高校教育を取り巻く環境の変化に対応した教育改革を進めてきました。しかしながら、

１４年後の令和２１年度における中学校卒業者数は、現在より約７，０００人、約４割少なくなると見込まれ、構想策定当時の想定を

上回る急速な少子化の進行を踏まえ、人口減少局面に対応した教育環境の整備について早期に検討を進める必要があります。 

 

○ 近年の教育環境を巡る状況は目まぐるしく変化しており、生徒の多様な教育的ニーズに応じた学びの必要性や、グローバル化、デジ

タル社会の進展を背景に、生徒の興味・関心や将来の進路希望に応じた、柔軟に学びを選択できる環境や、生徒自身の将来の可能性を

広げるための学習環境の整備が必要となってきています。 

 

○ また、生徒一人一人の個性や背景を尊重し、学力の向上だけでなく、心身の健康、社会的つながり、自己実現の観点を踏まえ、誰一

人取り残されずに、生徒が安心して自己表現できる学校づくりを通して、生徒一人一人のウェルビーイングを実現することが求められ

ています。 

 

○ さらに、生産年齢人口の減少が見込まれる中、これまで以上に地域の特色を踏まえた学びを充実させるとともに、地域との連携を深

め、より実社会と結び付いた学びの機会を提供することにより、地元の産業を支えるなど、地域に貢献できる人材を育てることが、高

校教育に求められています。 

 

○ こうした急速な少子化の進展やそれに伴う高校教育に対するニーズの変化を踏まえ、構想の期間を前倒しし、従来の考え方にとらわ

れない新たな視点から高校教育を創造的に再構築することを目指し、新たな県立高校将来構想を策定することとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 
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２ 構想の位置付け 

 ・国の方針等との関係性について 

・新・宮城の将来ビジョンとの関係性について 

・宮城県教育振興基本計画との関係性について 

・他の計画（宮城県特別支援教育将来構想等）との関係性について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本県の中学校卒業者見込数及び必要学級数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 構想の位置付け 

○ 本構想は、１４年後の本県の県立高校の姿をビジョンとして示すものであり、具体的な学校配置の在り方や再編に向けたプロセス、

目指す姿の実現に向けた具体的な取組等については、本構想を踏まえて、別に実施計画を策定します。 

 

○ 本構想は、文部科学省が示す「教育振興基本計画」（令和５年６月１６日閣議決定）、「学習指導要領」（平成３０年告示）や、中央教

育審議会答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的な学び

の実現～」（令和３年１月２６日）等との整合性を図り、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実、探究的な学びの深化、普通

科の改革、さらには地域との連携・協働の推進といった観点を踏まえつつ、本県の実情に応じた高校教育の方向性を示すものです。 

 

○ また、「第２期宮城県教育振興基本計画（改訂版）（平成２９年度～令和１０年度）」（令和６年３月）の目指す姿の実現に向け、高校

教育における、豊かな人間性と社会性の育成や、確かな学力の育成、多様な進路希望の実現に対応する支援体制の充実など、その方向

性を示すものです。 

 

 ○ さらに、宮城県産業教育審議会の「『今後の急速な少子化を踏まえた産業教育の在り方』について」（令和７年３月）において、急

速な少子化を踏まえた産業教育の在り方として、魅力ある新たな学びの方策や、専門高校と地域・産業界等の連携・協働の取組強化等

について提言されていることから、その内容を踏まえながら、産業人材の育成等に向けた高校教育の在り方も示すものです。 

 

○ 加えて、「第２期宮城県特別支援教育将来構想（令和７年度～令和１６年度）」（令和７年２月）で掲げる目標である、誰一人取り残

さない学校づくりの中の「高等学校等における特別な配慮や支援を必要とする生徒の学びの充実」の実現に資する、県立高校における

インクルーシブ教育の推進を図ることにより、様々な個性や能力、背景を持つ生徒一人一人が尊重され、全ての生徒が共に学び、共に

成長できる教育環境の実現を目指しています。 

 

○ 本構想は、宮城県の総合計画である「新・宮城の将来ビジョン（令和３年度～令和１２年度）」（令和２年１２月）に掲げられている

「活力に満ち、安心して暮らせる宮城の創造」の実現に向けて、高校教育の方向性を示すものです。 
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３ 構想の期間 

 ・構想期間変更の趣旨について（期間：令和８年度から令和２１年度まで） 

 ・実施計画の期間について（第一次：令和９年度から令和１３年度、第二次：令和１４年度から令和１７年度、第三次：令和１８年度か

ら２１年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 高校教育を取り巻く現状と課題 

１ 第３期県立高校将来構想に基づく取組の実施状況 

 

 

 

３ 構想の期間 

○ 本構想は、社会経済環境の変化や生徒・地域の多様なニーズに的確に対応するため、構想策定時点で最大限推計できる中学校卒業

者数を元に１４年先まで見通しが立つことから、令和８年度から令和２１年度までの１４年間を対象期間として設定するものです。 

 

○ 学校配置の在り方や再編に向けたプロセス、目指す姿の実現に向けた具体的な取組等については、本構想を踏まえて、別に実施計

画を策定します。 

 

○ また、実施計画については具体的な取組を段階的かつ着実に進めるため、次の３つの期間に区分します。 

第１次実施計画 令和９年度から令和１３年度まで 

第２次実施計画 令和１４年度から令和１７年度まで 

第３次実施計画 令和１８年度から令和２１年度まで 

 ＜高校生の生徒数及び全日制高校（公立・私立）の推移（昭和２３年度～令和２１年度）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 高校教育を取り巻く現状と課題 

１ 第３期県立高校将来構想に基づく取組の実施状況 

○ 第３期県立高校将来構想では、東日本大震災からの復旧・復興の進展、少子高齢化や人口減少とそれに伴う社会環境の変化などに対

応し、「未来を担う高い志を持つ人づくり」と「未来を拓く魅力ある学校づくり」の２つの観点から本県高校教育の目指す方向性を示

し、高校教育改革を進めてきました。 
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（１）第１次実施計画に基づく取組の実施状況（R2～R4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）第２次実施計画に基づく取組の実施状況（R5～R7） 

 ・中学校卒業者数の減少に対応し、活力ある教育環境の充実を図るため、再編統合や学級減を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 高校教育を取り巻く現状と課題 

（１）社会経済環境の変化 

 ・必要となる知識・能力（デジタル、グローバル化等）の変化 

 ・成年年齢の１８歳への引き下げ 

・急速な少子化の進行と人口減少局面の継続 

 

 

 

 

 

（１）人づくりに向けた取組 

○ より良い学びの提供に向けて、地域進学重点校における生徒の学力と進路実績の向上を図るため、探究活動の推進のためのコーディ

ネーターや、地域の将来を支えるものづくり人材の育成と確保等の促進を目指すための地学地就コーディネーターの配置などを通じ

て、生徒が自らの将来に向け行動できるよう、将来を担う人材育成に向けた取組を実施しました。 

 

○ また、国際社会で活躍できる人材の育成を目指して、仙台二華高等学校での国際バカロレア・ディプロマプログラムの導入や、ＩＣ

Ｔを活用した海外在住外国人講師とのオンライン英会話、海外の高校生との対面・オンライン交流などの英語力エンパワーメントプロ

グラムの実施などを通じて、国際社会に貢献する志を持つ人材育成に取り組みました。 

 

○ さらに、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けた、生徒１人１台端末環境下におけるＩＣＴを活用した探究的な授業

づくり等を進めるために、指導法に係る実践研究に取り組み、教員のＩＣＴ活用指導力の向上及びカリキュラム・マネジメントに係る

資質・能力の育成等を図りました。 

 

（２）学校づくりに向けた取組 

○ 高校再編については、適正規模を１学年当たり４～８学級と定め、適正規模に満たない学校については、基準を設け適切に再編を実

施してきました。 

 

○ 柴田農林高等学校、大河原商業高等学校を再編し、南部地区職業教育拠点校「大河原産業高等学校」を設置するとともに、６次産業

化を軸とした新しい学科である企画デザイン科の新設に向けた取組を実施しました。 

 

○ 大崎地区においても松山高等学校、鹿島台商業高等学校、南郷高等学校を再編し、令和９年度の開校を予定している大崎地区職業教

育拠点校の設置に向けて取り組んできました。 

 

○ また、様々な背景を持つ生徒や、多様な生活・学習スタイルに応じてフレキシブルに学ぶことのできる新たなタイプの学校「ｉｄ

ｅａｌスクール」では、単位制やチューター制により、生徒自らが高校生活をデザインし、夢や希望を実現することができる学校を

目指して、令和９年度開校に向けた準備を進めています。 

 

２ 高校教育を取り巻く現状と課題 

（１）社会経済環境の変化 

 ア 急速な少子化の進展 

○ 本県の中学校卒業者数は急速に減少しており、令和７年度の１９，２６５人から令和２１年度には１２，２４０人まで減少する見

込みです。特に令和１４年度以降は、これまでの年間１００人から５００人規模の減少を大きく上回り、毎年６００人から１，００

０人規模にまで減少ペースが速まり、令和２１年度以降も、減少局面は継続することが見込まれます。 

 

イ デジタル化の進展 

○ 生成ＡＩなどに代表されるデジタル技術の進展により、情報を適切に活用し、新たな価値を創造する力など、デジタル社会に対応

した資質・能力が求められています。 
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（２）県立高校の現状と課題 

 ・生徒の教育的ニーズに応じた学びの多様化 

・地域産業を支える人材育成に向けた産業分野の学びの確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ グローバル化の進展 

○ 文化や価値観などのグローバル化が進む中、国際的な視野を持ち、多様性を尊重しながら協働できる力がこれまで以上に重要に

なっています。 

 

エ 成年年齢の引き下げ 

  ○ 平成２８年６月には選挙権年齢が１８歳に引き下げられ、令和４年４月から成年年齢が１８歳に引き下げられたことにより、投票

や契約などの社会的責任を伴う行為が可能となったことから、社会的自立に向けた教育の重要性もこれまで以上に増しています。 

 

オ 価値観・ライフスタイルの変化 

○ 加えて、家庭や地域社会における価値観やライフスタイルの変化などの社会的・文化的背景も大きく変化しており、生徒が置か

れる環境は更に多様で複雑なものとなっています。 

 

（２）県立高校の現状と課題 

○ 次に掲げる課題に対応しながら、全ての生徒が将来に希望を持ち、自らの可能性を最大限に発揮できる教育環境の実現が求められて

います。 

ア 学習ニーズの多様化 

○ 生徒一人一人の興味・関心や進路希望、ライフスタイル等に応じた学びの多様化が進む中で、高校教育に求められる役割は、一層

複雑化・高度化しており、こうした状況に対応した教育課程の編成や体制の整備が求められています。 

 

 ○ 本県における学校に登校していない生徒数は増加傾向にあり、在籍者比率（出現率）は全国と比べ高い状況が続いています。また、

中途退学者数についても全国と比べ高い状況にあり、その背景には学校生活や進路等に関する多様な要因があることから、早期の対

応と継続的な支援が求められています。 

 

○ 学校に登校していない生徒や中途退学のリスクを抱える生徒への支援においては、予兆の対応を含めた初期段階からの組織的・

計画的な支援とともに、民間施設等と連携し、学校内外で多様な教育機会を確保していくことが必要です。全ての生徒にとって魅力

ある学校を目指し、学校行事を含む特別活動の充実と学校教育の中核となる授業の工夫改善を進めるなどの学校づくりを進める必

要があります。 

 

 ○ 個に応じた教育ニーズの高まりや、特別支援教育についての理解が進み、特別支援学校への入学を希望する生徒が増加していま

す。また、多様化する教育的ニーズへの対応のため、学びの場の整備やＩＣＴ活用等の教育環境の整備とともに、卒業後の心豊かな

生活の実現に向け、 地域における支援体制の整備が求められています。 

  

 ○ さらに、広域通信制高校への入学者数が増加する傾向が見られることから、県立高校における更なる対応が求められております。 

 

イ 地域と連携した学びの推進 

○ 地域産業を支える人材や地域課題の解決に主体的に関わる人材の育成など、これまで以上に実社会に通じる学びの提供が求めら

れています。 
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第３章 高校教育の創造的な再構築に向けた考え方 

１ 基本理念 

・全ての生徒の可能性を最大限引き出す質の高い高校教育を実現するため、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図る。 

・学校に生徒を合わせるのではなく、興味・関心や希望に応じて生徒が学びを選べる、生徒を主語にした高校教育を実現する。 

・この実現に向け、少子化の急速な進行等の社会経済環境の変化を直視しながらも、魅力的な教育環境を整えるため単なる数合わせで

はなく、県立高校の創造的再構築を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ グローバル化への対応 

○ グローバル化に伴い、自国の文化への理解を深めることをベースとして、異なる文化や価値観を理解しながら、国際社会で活躍

できる資質・能力を育成することも重要な課題となっています。 

 

第３章 高校教育の創造的再構築に向けた考え方 

１ 基本理念 

（１）高校教育の創造的再構築 

○ 急速な少子化を踏まえ、各圏域に必要となる学びの在り方を一から考え、生徒が切磋琢磨し合い、全ての生徒の可能性を最大限引き

出すことができる学習環境を整備し、現在の高校全体を作り変えて、新たな魅力ある高校教育を創造していきます。 

 

○ 高校教育を取り巻く社会経済環境の変化を的確に踏まえながら、従来の生徒数の減少に合わせた学級減や再編等ではなく、教育内容

や学びの方法、地域との連携の在り方を含めた抜本的な見直しを行います。 

 

○ その際には、デジタル技術やオンラインの効果的な活用により教育空間を拡張※し、物理的な制約を越え、宮城県全体を一つの「学

校」ととらえる学びの環境を整えます。 

 

（２）生徒を主語にした高校教育の実現 

○ 「学ぶ主体」である生徒の視点から、教育課程や授業の在り方、学校運営等についてとらえ直し、生徒が学びたいと思える授業や教

育活動を推進していきます。 

 

○ その実現に向け、教育を学校の中だけの閉ざされた空間でとらえるのではなく、デジタル技術等を有効に活用し、学校、学科の枠を

越えた連携や、地域、市町村、研究機関、海外の学校などの外部機関など、多様な外部資源と連携した教育環境が重要です。 

  

○ 生徒が画一的な教育課程や教育環境に合わせるのではなく、一人一人が、自分自身のライフスタイルや興味・関心、将来の目標や進

路希望に基づき、自らの学びを主体的に選択し、設計できる教育環境を整備します。 

 

○  これにより、生徒が学びに対してより高い意欲を持ち、将来の社会で自立して活躍するための力を育む、生徒を主語にした高校教

育を実現します。 

 

（３）質の高い高校教育の実現 

○ 全ての生徒の可能性を最大限引き出す質の高い高校教育を実現するため、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図りま

す。 

 

 ○ 全ての生徒が自らの興味・関心や能力に応じて学びを深めることができるよう、学びの内容や方法を柔軟に選択できる個別最適な学

びを推進するとともに、多様な背景や考え方を持つ他者と互いに学び合い、課題解決に取り組む協働的な学びの充実を図ります。 

 

○ 個別最適な学びと協働的な学びを相互に関連付け、一体的に展開することで、生徒一人一人の資質・能力を最大限に伸ばし、将来の
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２ 基本方針 

・県内どこに住んでいても生徒の興味・関心や多様な進路希望に対応できる教育機会を確保する。 

 

 

 

・スクール・ミッションの再定義を行い、各校の特色を強く打ち出すことで、生徒に合った、質の高い学びの機会を提供する。 

 

 

 

 

・少子化の進行による生徒数の減少や学校の小規模化の中でも生徒が切磋琢磨し、刺激し合うことができる環境を整える。 

 

 

 

・デジタル技術を活用した学びと、対面によるリアルな学びを効果的に組み合わせ、多様化・グローバル化する社会の中で、主体的に課

題に取り組み、未来を切り拓く資質・能力を育む新たな学びの環境を整える。 

 

 

 

 

 

 

 

・地域資源を活用するなどして専門性・応用力を高め、より実践的に学べる環境を整備する。 

 

 

 

 

・多様な状況の生徒、配慮や支援が必要な生徒が取り組みやすい環境づくりを進める。 

 

 

 

 

３ 学校配置の考え方 

○これまでの構想における７地区を、各教育事務所のエリアとした５つの圏域とし、圏域ごとに下記のとおり学校を配置することとし、

社会で主体的に活躍できる力を育成します。 

 

２ 基本方針 

（１）県内どこに住んでいても生徒の興味・関心や多様な進路希望に対応できる教育機会を確保します。 

○ 県内のどの地域に居住する生徒であっても、オンライン授業の活用や学校間・地域との連携などにより、生徒の可能性を広げ、希望

進路の実現を可能とする教育機会を確保します。 

 

（２）スクール・ミッション※の再定義を行い、各校の特色を強く打ち出すことで、生徒の多様な学習ニーズに応じた、質の高い学びの機

会を提供します。 

○ 各校が担う役割や目指すべき学校像を明確にし、社会的ニーズや地域の特性などを踏まえた学びを提供することにより、育成を目指

す資質・能力の明確化を図り、生徒一人一人が自らの興味・関心や進路希望に応じた学びを深められる環境を整えます。 

 

（３）少子化の進行による生徒数の減少や学校の小規模化の中でも生徒が切磋琢磨し、刺激し合うことができる環境を整えます。 

○ オンラインの効果的な活用をはじめとしたデジタル技術の活用と学校間連携の推進など、学校の枠組みを越えた学びの環境を整え

ることで、生徒が物理的に離れた多様な他者と交流し、互いに学び合い、刺激し合い、自らの可能性を引き出す学習環境を実現します。 

 

（４）デジタル技術を活用した学びと、対面によるリアルな学びを効果的に組み合わせ、多様化・グローバル化する社会の中で、主体的に

課題に取り組み、未来を切り拓く資質・能力を育む新たな学びの環境を整えます。 

 ○ オンライン教育などによる場所等にとらわれない柔軟な学びと、対面による直接的なコミュニケーションや実体験を通じた学びを組

み合わせることで、教育内容の充実と学習内容の確実な定着を図るとともに、国内外の多様な価値観や文化に触れる機会などを通じて、

より生徒の主体性が発揮される学習環境を充実させます。 

 

○ これにより、異なる文化や価値観を尊重できるコミュニケーション能力を育みながら、情報を適切に収集・分析・活用する力や、課

題を発見し、解決策を導くことによる新たな価値を創造する資質・能力を育成します。 

 

（５）地域資源を活用するなどして専門性・応用力を高め、より実践的に学べる環境を整備します。 

○ 地域の企業や関係団体、大学、市町村等と連携しながら、外部人材や施設・設備を活用したフィールドワークや地域課題をテーマ

にした探究学習など、地域に根ざした特色ある資源や産業、文化などを教育活動に取り入れることで、専門性や応用力を高める実践

的な教育環境を整え、知識の習得にとどまらない、実社会と結び付いた学習機会を創出します。 

 

（６）多様な状況の生徒、配慮や支援が必要な生徒が取り組みやすい環境づくりを進めます。 

○ 生徒一人一人の状況や特性に応じた学びを保障するため、履修方法や教育課程の工夫、オンライン教育などのデジタル技術の活用

などにより、個に応じた多様な学びと学習者を中心とした生徒の主体的な学びを実現するとともに、特別な配慮や支援を必要とする

生徒を積極的に支援するなど、全ての生徒が安心して学校生活を送れるような体制を整えます。 

 

３ 学校配置の考え方 

（１）圏域の考え方 
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学校間連携やオンラインによる教育空間の拡張などにより、宮城県全体を一つの「学校」と捉え、学びの環境を整えていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・普通科については、スクール・ミッションをより明確化するとともに、普通科改革の推進や、拠点校での国内外の難関大学等への進学

に対応した教育支援の充実など、一層の魅力化を推進する。 

 

 

 

・専門学科は、複数学科の統合だけでなく、学校間・学科間の連携で必要な教育を提供するなどして、人口減少が続く中でも多様な教育

の提供を行う。 

 

 

 

 

 

・その他、圏域の実情に応じて、生徒の多様な生活・学習スタイルに対応するための高校（アイデアルスクール、多部制定時制高校等）

を配置する。 

 

 

・地理的条件等により通学が困難な状況にある地域については、１学年１学級規模の小規模校の配置又は通学・移動手段の確保も検討す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 第３期までの構想では、県内を７つの地区に区分していましたが、急速な少子化に伴い中学校卒業者数が大きく減少することから圏

域を広くとらえ、各教育事務所の所管区域に基づき、南部、中部、北部、東部、気仙沼の５つの圏域へと再編します。なお、この圏域

の再編の考え方においては、仙台市内にある県立高校は、中部地区に含まれます。 

 

○ また、学校間連携やオンラインの効果的な活用により、教育空間を拡張し、学校という物理的な教室や校舎の枠を越えた学びを実現

し、宮城県全体を一つの「学校」としてとらえ、どこに住んでいても質の高い学びにアクセスできる環境を整えていきます。 

 

○ さらに、生徒の多様な進路希望や学びのニーズに対応しつつ、市立高校や私立高校と協調しながら、県立高校としての果たすべき役

割を整理し、地域全体で効率的かつ質の高い教育機会を提供できる体制を構築します。 

 

○ こうしたことから、以下の考え方に基づき学校を配置します。 

 

（２）普通科の特色強化と進学支援の充実 

○ 普通科については、スクール・ミッションをこれまで以上に明確化していくとともに、普通科の改革の推進や、中部地区以外の圏

域に設置する学力と探究を極める拠点校（以下「拠点校」という。）と中部地区の大学進学を重視する生徒が多い学校（以下「進学系

高校」という。）間における国内外の難関大学等への進学に対応した教育支援の充実など、一層の魅力化を推進します。 

 

（３）専門学科における学科横断的な学びの推進 

○ 専門学科については、複数学科を統合した学びだけでなく、学科間の知識や技術を横断的に学べる学習機会を設けることで、生徒数

の減少が続く中でも、生徒の興味・関心や進路に応じた柔軟な学びを保障します。 

 

○ また、本県の基幹産業である農業、工業や水産に関わる基幹校においては、他の高校や他の学科、企業、大学との連携やオンライン

の効果的な活用などにより、先端技術を含むこれからの専門学科に必要な教育を提供します。 

 

（４）多様な学びに対応した高校配置 

○ 地域バランスを考慮し、生徒一人一人の学習を支援できるよう柔軟な学習時間やカリキュラム設定など、生徒の多様な生活・学習ス

タイルに対応したｉｄｅａｌスクールや、多部制定時制高校、通信制高校を配置します。 

 

（５）地理的条件等に応じた教育環境の整備 

○ 早朝に公共交通機関に乗車しなければ始業に間に合わない地域や、通学に一定の時間を要する地域等（以下「通学困難地域」とい

う。）では、学校までの距離や交通手段等の制約を受けることなく、生徒が安心して学ぶことができるよう、通学困難校としての継続

配置、又はスクールバス等の通学・移動手段の確保を検討します。   

   

○ なお、通学困難校については、入学者数が２年連続して募集定員の１／２以下となった場合には、翌年度からの募集停止を検討しま

す。ただし、次の条件のいずれかに当てはまる場合、存続について検討します。検討に当たっては、所在市町村からの支援を含めた地

域との協働が可能であるか等、所在市町村の主体的な関わり方を考慮します。 

  ① 通学困難校について、同一市町村内に当該校以外の学校がない場合に限り、所在市町村の主体的な関わり方（所在市町村からの支



9 

 

 

 

 

４ 学校規模の考え方 

○地域の実情に応じて、一定の学校規模を確保する。 

・人口減少を見据え、圏域ごとの必要学級数を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

・必要学級数の設定に当たっては、私立高校の授業料実質無償化の影響も踏まえて検討する。 

 

 

５ 各圏域における再構築後の姿 

 ・中部地区は、進学校と特色ある普通科高校のほか、専門学科の基幹校を配置する。 

・中部地区以外は、圏域を基本として拠点校を配置するほか、特色ある普通科や専門学科は、学校・学科の連携・併置も含め、地域の特

性を考慮して配置する。 

 ・そのほか、アイデアルスクールやインクルーシブ教育などの多様な学びに対応する学校、一部の通学困難地域の小規模校は、地域の実

情に応じて配置する。 

・また、市立・私立高校と連携・調整しながら、県立高校が担う役割等を整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

援を含めた地域との協働が可能であるか等）を考慮し、募集停止について検討します。 

  ② ①により存続となった場合にも入学者数の増加が見込まれない場合には改めて募集停止を検討します。 

 

４ 学校規模の考え方 

○ 第３期県立高校将来構想では、学習活動や学校行事の充実など、活力ある教育環境を確保するため、適正な学校規模として１学年４

～８学級を目安とし、これを満たさない学校については、地域における高校の在り方を検討した上で、学習環境や課外活動の充実を図

ることを目的として再編を検討することとしていました。 

 

○ しかしながら、これまでの県立高校の学級減や学科改編、再編のペースを上回るスピードで少子化が進行しているのが現状です。 

 

○ 本構想においては、１学年当たりの規模の目安は定めないものの、今後一層進む人口減少を見据えながら、圏域ごとに必要な学級数

を設定し、学びの質の確保の観点から一定の学校規模を確保するものとします。 

 

○ 必要学級数の設定に当たっては、公立高校の役割を踏まえ、私立高校の授業料実質無償化による生徒の志望動向への影響なども考慮

しながら検討を行います。 

 

５ 各圏域における再構築後の姿 

○ 「３ 学校配置の考え方」及び「４ 学校規模の考え方」を踏まえ、少子化のスピードを考慮し、各圏域における再構築後の姿は下

記のイメージのとおりとなります。 

 

 

 

（※第３章３（１）に移行） 

＜創造的再構築後のイメージ※＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ また、通学困難校については、通学の状況を考慮しながら配置します。 
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第４章 高校教育の創造的な再構築に向けた取組 

１ 県立高校教育の質の向上の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）確かな学力の育成と安全・安心な教育環境の充実 

 ・生徒一人一人が自らの可能性を最大限伸ばせるよう、基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得を図るとともに、生徒の学力に応じた

学習環境を整備する。 

 

 

・急速に進むデジタル社会に対応できる科学技術人材等の育成に向けて、高度な技術習得や地域等と連携した学びの環境を整える。 

 

 

 

・ＳＴＥＡＭ教育等の教科等横断的な学習の推進により、様々な情報を活用しながら、課題の発見・解決や社会的な価値の創造に結び付

けていく資質・能力を育成する。 

 

 

・国際化が進展する中で、他国の文化を理解し、実社会において外国人との協働に必要な知識や技能を有する人材を育成する。 

 

 

 

・変化する社会経済環境の中でも生徒が安全・安心な環境で学ぶことができるよう、教育環境の充実を図る。 

 

 

 

 

第４章 高校教育の創造的再構築に向けた取組 

１ 県立高校教育の質の向上の方向性 

（１）志教育の一層の推進 

 ○ 本県では、小・中・高等学校等の全時期を通じて、人や社会と関わる中で、社会性や勤労観を養い、集団や社会の中で果たすべき自

己の役割を考えさせながら、将来の社会人としてのよりよい生き方を主体的に求めさせていくことを理念として、志教育を推進してき

ました。 

 

 ○ これまで、各学校においては、小・中・高等学校との異校種間交流や、インターンシップ等の体験的な学習を通して社会的・職業的

自立に必要な能力や態度を育成するとともに、他者と協働しながら、よりよい社会づくりに参画するために必要な資質・能力等を育成

するシチズンシップ教育などに取り組んできました。 

 

 ○ 成年年齢の引き下げにより、高校での学びが社会と直接的に結び付く可能性が高まっていることから、地域や市町村等と連携し、地

域課題の解決に向けた探究的な学びを推進するなど、学校で学ぶ知識・技能と実社会や職業との関連を意識させ、生徒の主体的に学ぶ

意欲や将来の生き方を考える態度の育成に向け、高校段階での志教育を一層進めます。 

 

（２）確かな学力の育成 

○ 生徒一人一人が自らの可能性を最大限伸ばせるよう、教科ごとの基礎的・基本的な知識や技能の確実な習得のほか、思考力・判断力・

表現力等の多面的な学力の育成を図ります。また、生徒の学力や学習進度に応じた学習環境を整えることで、生徒一人一人の学びをき

め細かに支援します。 

 

○ 急速に進展するデジタル社会や高度化する産業ニーズに対応できる科学技術分野の人材や地域の産業の担い手の育成を目指した、

これからの時代にふさわしい学びを教育課程に取り入れていきます。また、高度な技術や実践的な知識・技能の学びの機会として企業

や大学等と連携した学びの環境を整えます。 

 

○ ＳＴＥＡＭ教育※や教科等横断的な学習を通じて、特定の教科の枠にとらわれず、複数の教科の知識や技能を関連付け統合する力や、

様々な情報を収集・分析・活用する力を育て、より深く、多角的に物事を理解し、実社会の課題の発見・解決や社会的な価値の創造に

結び付けていく資質・能力を育成します。 

 

○ グローバル化の進展により、経済や情報、文化の面で世界との関りが密接になる中、県内にも多数の外国人労働者が在住し、他国の

文化的背景を持つ人材と協働していくことが求められています。自国の文化への理解を深めながら、国際交流を通じて多様な価値観や

文化的背景を理解し、外国人との協働に必要な知識や技能を有した、国際社会で活躍する人材を育成します。 

 

○ デジタル技術の一層の進展やオンライン授業の導入など、新たな取組が導入される学習環境においても、安心して学習が行える体制

を整えるとともに、災害や感染症などのリスクにも対応し、変化する社会経済環境の中でも生徒が安全・安心な環境で学ぶことができ

るよう、教育環境の充実を図ります。 
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（２）多様なニーズに対応した教育の推進 

 ・様々な個性や能力、背景を持つ生徒の求める学習スタイル等に対応しながら、共生社会の実現に向けた取組を推進する。 

 ・生徒の教育的ニーズに合わせた最適な学習環境の整備や、教育課程の編成などを通じて、将来の社会的自立に必要な資質・能力や、実

社会において必要な知識を育む。 

 

 

 

 

（３）教育ＤＸの推進 

 ・生徒一人一人の興味・関心や習熟度に応じ、ＩＣＴやＡＩ等のデジタル技術を活用した学びと、他者との関わりを通じて思考を深める

対話的・体験的なリアルの学びを組み合わせ、生徒が知識と社会のつながりを意識しながら主体的に取り組む環境を整える。 

 

 

・人口減少・少子化が進展する中で、魅力ある教育環境づくりを推進するため、オンラインの効果的な活用などデジタル化による教育内

容の充実と効率化を図る。 

 

 

 

 

 

 

（４）地域と学校の連携・協働体制の推進 

 ・全国募集の実施も含め、地域と連携しながら、多様な学習環境や学習機会を設けることなどを通じて、 魅力ある学校づくりを推進す

る。 

 

２ 時代のニーズに対応した高校の魅力化 

 

 

 

○進学を希望する生徒については、オンライン授業の活用やピアグループ（協働学習体制）の形成など、生徒同士が切磋琢磨できる学習

環境を整えることにより、全国の大学への進学など、進路の選択肢を広げる。 

 ○興味・関心や適性に合わせて学習したい生徒については、地域資源や社会的ニーズを反映した特色あるカリキュラムなどにより、実践

的な学びに取り組むことを通じて、将来に必要な資質・能力を育成する。 

 ○先端技術などの専門的知識を身に付けたい生徒については、大学や企業との連携などによる高度な専門知識を学べる環境を整備するこ

とにより、専門性の高い職業分野への就職や進学に対応できる力を養う。 

 ○実社会で役に立つ知識を習得したい生徒については、地域の特性に応じた学科横断的な学びを通じて、地域に貢献できるような知識を

育成する。 

（３）多様なニーズに対応した教育の推進 

 ○ 生徒一人一人の学習状況や興味・関心、進路希望などの教育的ニーズを的確に把握し、それに応じた最適な学習環境を整備するため、

個々の能力や特性に対応した教育課程を編成します。これにより、実社会で必要な知識や技能の習得を図り、将来の社会的自立に必要

な判断力・表現力・協働力などの資質・能力を育みます。 

 

○ 生徒が持つ個性や能力などの様々な背景を踏まえ、それぞれに応じた学習方法の提供など、互いを尊重し協働できる環境を整備し、

共生社会の実現に向けた教育活動を推進します。 

 

（４）教育ＤＸの推進 

 ○ 生徒一人一人の興味・関心や習熟度に応じ、ＩＣＴやＡＩ等のデジタル技術を活用した学びと、他者との関わりを通じて思考を深め

る対話的・体験的なリアルの学びを組み合わせ、知識と社会とのつながりを意識しながら生徒が主体的に学びに取り組める環境を整え

ます。 

 

○ 人口減少・少子化が進展する中で、生徒一人一人にとって魅力ある教育環境づくりを推進するため、オンラインの効果的な活用など

デジタル化により、学校の枠を越えた協働的な学びや海外の高校生との交流など、時間や場所にとらわれない柔軟な学習機会を創出し

ながら、教育内容の充実と授業運営等の効率化を図ります。 

 

 ○ 学校に行きづらさを感じている生徒や、病気等により長期療養のため登校できない生徒に対しては、生徒・保護者の意向も踏まえた

上で、家庭や病室と教室をオンラインでつなぎリアルタイムで授業を受けることや、オンデマンド配信を活用して学習を進めることな

ど、デジタル技術を活用した学習支援に引き続き取り組みます。 

 

（５）地域と学校の連携・協働体制の推進 

○ 全国募集や特色ある教育プログラムの実施など、市町村や地域の関係団体と連携することで、地域の特性となる地域資源を活用し

た多様な学習環境や学習機会を設け、魅力ある学校づくりを推進し、生徒の興味・関心や進路希望等に応じた学びを提供します。 

 

２ 時代のニーズに対応した高校の魅力化 

○ 本県の高校教育においては、第２章で確認したような現状と課題があることを踏まえ、オンライン授業の活用や協働学習体制（ピ

アグループ）の形成など、生徒同士が切磋琢磨できる学習環境や、大学や企業との連携などによる高度な専門知識・技術を学べる環

境の整備など、多様な学習ニーズに対応した教育環境を整備する必要があります。 
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（１）普通科 

 ○圏域を基本とした拠点校の配置や、進学意識の高い生徒のためのカリキュラムの充実など、環境を整備する。 

・オンラインの活用による他の進学校などと連携した授業や課外講習の配信 

・他の拠点校や中部地区の進学校と連携したピアグループ（協働学習体制）の形成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）普通科系の学び 

① 圏域ごとに高い学力と探究力を身に付けることを目指す拠点校等を配置し、進学意識の高い生徒のための教育課程の充実など、希望

進路の実現に向けた学習環境を整備します。 

 

○ オンラインの効果的な活用により、希望する進路が同じ生徒同士が学校の枠を越えて切磋琢磨しながら学び合う体制（以下「ピア

グループ」という。）を形成し、他の拠点校や中部地区の進学系高校と連携して相互に配信する授業や課外講習等を、ピアグループ

の生徒が受講することや、共通のテーマで協働して探究活動に取り組むことなど、自分の学校だけでは成し得ない充実した学習環

境を整備します。 

 

○ また、ピアグループの生徒同士が一堂に集まる合同での学習会や進路の実現に向けた相談の場を設定するなど、進路意欲の高い

生徒や特定分野への進学を希望する生徒を対象とした指導の充実を図ります。 

 

○ これにより、進学意欲の高い生徒や特定分野に関心を持つ生徒が、切磋琢磨しながら主体的に学び、進路実現に向けた力を育むこ

とができます。 

 

＜拠点校のイメージ＞ 
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○普通科改革の推進により、新たな学科の設置や地域等と連携した探究的な学びの推進など、地域の特色に応じた魅力化を図る。 

 

 

 

・探究的な学びや学校の特色（防災、観光等）、地域資源（企業や商工会、大学等）、社会的ニーズ（デジタル、英語等）を踏まえたカリ

キュラムの導入などによる、実践的な学びの充実 

 

 

 

 

 

・実践的な学びの充実に向けた、小規模校などの高校間における連携・交流 

 

 

○中等教育学校や、併設型、連携型の中高一貫教育校など、その強みが最大化されるよう実施形態の転換も含めて在り方を検討する。 

 

 

○大学との連携を強化し、大学における高度な教育や研究に触れることのできる機会等を設定する。 

 

（２）専門学科（総合学科含む） 

○我が県の基幹産業である農業、工業や水産に関わる専門高校を基幹校とし、大学や民間との連携により先端技術に関する学びを充実さ

せ、その成果をオンライン等を効果的に活用し、学校間で共有する。 

 

＜協働学習体制（ピアグループ）のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 普通科の改革の推進により、地域の特色や社会的ニーズに応じた新たな学科の設置や、地域や大学等と連携した探究的な学びの推

進など、総合的な探究の時間や学校設定科目などの活用により、従来の普通科の考え方にとらわれない学びを創出し、地域や学校の

特色に応じた魅力化を図ります。 

 

○ 地域や社会のニーズを適確にとらえ、特色ある分野をはじめ、企業や商工会、大学等と連携した学びを展開します。また、デジ

タル技術や英語等の語学力などの社会的ニーズにも対応したカリキュラムの導入などによる、実社会で活きる知識・技能を身に付

ける実践的な学びの充実を図ります。 

 

○ 大学との連携を一層強化し、大学での特別講義の受講や大学生との合同探究活動などを通じて、高度な知識や最先端の研究に触

れることのできる機会を設定し、学問への関心や探究心を高めます。 

 

○ 小規模校をはじめとする高校間でのオンラインを活用した授業や地域との連携・交流により、協働的な学びの機会を創出し、社会

と結び付いた実践的な学びの充実を図ります。 

 

③ 中高一貫校については、６年間を通した学習の効果が最大限生かすことができるよう、中等教育学校や併設型中高一貫校、連携型

中高一貫校等の設置形態の転換も含めて、最適な在り方を検討します。 

 

（②の普通科改革の具体例へ移動） 

 

（２）専門学科系の学び 

① 本県の基幹産業である農業、工業や水産に関わる専門高校の基幹校では、大学や企業、研究施設との連携により、先端技術に関する

学びを充実させ、オンライン等を効果的に活用し、その成果を学校間で共有します。 
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・大学進学や専門性の追究など、多様な進路に対応した学びの機会の提供 

 

 

・理数系学科と工業系学科の併置などによる、科学技術者のスペシャリストの育成を目指す科学技術高校の設置の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○基幹校以外に複数の学科を横断的に学ぶことができる環境を整備し、より実社会と結びついた学びの機会を提供する。 

・農業科、工業科、商業科など専門学科ごとの魅力化に向けた環境の整備による、地域や学科の特性に応じた学びの実現 

 

・地域資源の活用やキャンパス制による施設の活用など、実践的な学びの機会の創出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 開発・研究を志す生徒には学術的な学び、技術の磨き上げを目指す生徒には実践的で専門的な学びを提供し、生徒の多様な進路希

望に応じた知識・技能を総合的に育成し、生徒が自らの可能性を最大限に発揮できる環境を整えます。 

 

○ 工業系及び農業系の学びに理数系の学びを取り入れることなどによる、理数系教育の強化や専門技術教育の実践などを重点的に

行い、データサイエンスや環境技術、バイオテクノロジーなど、先端科学技術や地域産業の発展に寄与できるスペシャリストの育成

を目指す、科学技術高校の設置を検討します。 

＜科学技術高校のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 基幹校以外では、異なる分野の学びを組み合わせることや、連携することで、複数分野にまたがる知識や技術を身に付け、より実社

会と結び付いた総合的な力を育む学びの機会を提供します。 

 

○ 農業、工業、商業などの専門分野ごとの特色や地域資源を最大限に活かし、学校と企業の連携を強化しながら、地域の産業や課題

解決に直結する学びの機会を創出するとともに、地域や学びの特性に応じた魅力ある教育環境を整備します。 

 

○ 実践的な学びの場として、キャンパス制による農場などの施設の活用などを通じて、分野横断的な学びや実践的な学びの機会を

創出し、専門教育の充実を図ります。 
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＜各分野の学び＞ 

①農業 

・スマート農業への対応など情報・デジタル技術などを活用した学びを充実させる。 

 

 

・地域の特色を活かしたカリキュラムを設定する。 

 

 

②工業 

・複数の分野を学べるなど、柔軟な進路選択に対応できるようなカリキュラムを設定する。 

 

 

・学校間や地域企業との連携により、多様な実習先を確保し、実践的な学習環境を整備する。 

 

 

③商業 

・農業や水産など他学科と連携し、生産から製造、販売までを総合的に学べる複合学科を設置する。 

 

 

 

④水産 

・他学科と連携し、水産資源の６次産業化など、生産から製造、販売までを総合的に学べる複合学科を設置する。 

 

＜（仮称）大崎地区（東部ブロック）職業教育拠点校のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜各専門分野の学び＞ 

ア 農業系の学び 

○ ＡＩやＩｏＴ、データ分析などのスマート農業に必要とされる情報・デジタル技術やバイオテクノロジーなどの学びを教育課

程に取り入れることで、実践的かつ高度な知識・技術を習得できる学びを充実させます。 

 

○ また、地域の産業・自然・文化などの特色を反映した教育課程を設定することで、生徒が地域資源に触れながら課題解決型の

学習に取り組み、実社会で活かせる力を育成できる複合学科を設置します。 

 

  イ 工業系の学び 

○ 生徒が複数の専門分野に触れ、自身の興味・関心や将来の進路に応じた学びを選択できるよう、幅広く選択可能な柔軟なカリ

キュラムを設定します。 

 

○ また、学校間連携や地域の企業・団体との協働を通じ、多様な実習先や実践的な学習機会を確保し、ＡＩやＩｏＴなどの学び

も取り入れながら、最新の技術や現場の課題に対応できる能力を育成する学習環境を整備します。 

 

ウ 商業系の学び 

○ 地域資源や産業の特長を理解し、商品開発や流通、マーケティングなど実社会で求められる知識や技術について、より学びを

深め実践するとともに、農業や水産など他学科と連携し、生産から製造、販売までの一連の流れを総合的に学べる複合学科を設

置します。 

 

 エ 水産系の学び 

○ 水産に関する基礎的な知識・技術に加え、商品開発や流通、マーケティングなど実社会で求められる能力を身に付けるため、

商業など他学科と連携し、水産資源の６次産業化を含む生産から製造・販売までの一連の流れを総合的に学べる複合学科を設置
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・海洋資源を活用した探究など、地域の特色を活かした学びの機会を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤福祉 

・他の学科と連携し、介護ロボット・ICT 等の利活用や介護食の開発など、福祉について幅広く学べる学科を設置する。 

 

 

 

 

 

 

⑥体育 

・スポーツの実践のほかに、スポーツ栄養やトレーニングなどの幅広い分野に関する知識の習得も図る。 

 

 

 

 

 

 

⑦総合学科 

・多様な学びを提供できることの特色や課題を整理した上で、総合学科が担う役割の明確化を図る。 

・なお、①～⑦以外の分野についても魅力化を図る。 

 

 

します。 

 

○ また、地域産業や社会との結び付きを意識した実践的な学習として、海洋資源を活用した探究やフィールドワークなど、地域

の特色を活かした学びの機会を提供します。 

 

＜水産系の学びの例＞ 

 

 

 

 

オ 家庭・看護・福祉系の学び 

○ 家庭や看護に関する学びは、地域の福祉や医療を支える人材の育成し、幅広い領域での活躍を見据え、将来の多様な進路選択

につながる教育の充実を図ります。 

 

○ 福祉に関する学びは、介護福祉士としての実務者の育成だけでなく、介護ロボットやＩＣＴの利活用、介護食の開発など、福

祉に関連する多角的な視野を身に付けることを目的とし、幅広く学べる学科を設置します。 

 

＜その他の分野の学び＞ 

  ア 体育系の学び 

   ○ 実技によるスポーツの実践だけでなく、スポーツ栄養やトレーニング、健康増進など、幅広い分野の知識・技能を総合的に身に

付け、社会の多様な場面で専門性を発揮できる人材育成を目指します。 

 

イ その他の学び 

○ 美術や観光、災害等に関する学びについても、生徒の学習ニーズや希望する進路に応じた適切な選択科目・学校設定科目のよ

り一層の充実を図り、時代の変化に応じた魅力ある学びを提供します。 

  

ウ 総合学科での学び 

   ○ 普通教育と専門教育を総合的に学習できる学科として、多様な系列や選択科目を設定できる柔軟性を活かし、生徒の多様な進路

希望に対応していきます。また、地域の実情に応じた総合学科の配置についても検討していきます。 

 

 

銀鮭実習 

出典：水産高校ホームページ 

宮城丸 長期航海 

出典：気仙沼向洋高校 

操船シミュレーター実習 

出典：水産高校ホームページ 
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３ 多様な学びの在り方 

（１）ideal スクール 

○生徒の多様な生活・学習スタイルに応じてフレキシブルに学ぶことのできる ideal スクールの実績を踏まえ、他地域への拡充を検討す

る。 

 

・ideal スクールの他地域への展開など、学習や学校生活適応への支援の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）定時制・通信制の在り方 

・定時制高校の現状を踏まえながら、ideal スクールで取り組んだ実績を活用する。 

 

 

・ニーズを踏まえ、通信制高校（課程）の機能強化や増設を行う。 

 

 

（３）特別な配慮や支援を必要とする生徒への対応 

・共生社会の実現に向けて、高校と特別支援学校の併置等によるインクルーシブ教育を推進する。 

３ 多様な学びの在り方 

（１）ｉｄｅａｌスクール 

 ○ 生徒の多様な生活・学習スタイルに応じてフレキシブルに学ぶことのできる学習者中心のｉｄｅａｌスクールの柔軟な授業時間やカ

リキュラムの設定、チューター制の導入、個に応じた学習を支える体制の有効性などの実績を踏まえ、他地域への拡充を検討します。 

 

 ○ ｉｄｅａｌスクールの取組の要素を他校でも取り入れ、生徒がそれぞれの生活・学習スタイルに応じて安心して学べるよう、学習や

学校生活適応への支援の充実を図ります。 

 

＜ｉｄｅａｌスクールのイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）定時制・通信制の在り方 

 ○ 定時制高校の現状を踏まえながら、ｉｄｅａｌスクールで取り組んだ実績を活用し、生徒の多様な学習スタイルや生活状況に対応で

きる教育の在り方を検討します。 

 

○ 通信制高校（課程）のニーズを踏まえながら、スクーリング拠点や通信制高校の増設を行うことで、場所や時間にとらわれず学べる

学習機会の充実を図り、全ての生徒が安心して学びを継続できる環境を整備します。 

 

（３）特別な配慮や支援を必要とする生徒への対応 

 ○ 障がいの有無にかかわらず、互いを尊重し協働できる環境の整備として、高校と特別支援学校高等部の併置や連携等による、高校と
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・通級による指導の他、別室支援等による学習や学校生活への支援の充実を図る。 

 

 

４ 小規模校の学びの在り方 

 

 

 

（１）オンラインの効果的な活用推進 

 ・オンラインの効果的な活用により、小規模校における学びの質を確保する。 

 

 

（２）地域連携や学校間連携の取組 

・地域と密接に関わる探究的な学びなど、小規模校単独ではなしえない教育活動の機会の確保により魅力化を図るとともに、市町村と連

携・協働した学校づくりを推進する。 

 

・学校間の連携により、学習機会を含む教育活動の機会を確保する。 

 

 

５ オンラインの効果的な活用による教育空間の拡張 

 

 

 

 

 

 

 

 

・オンライン教育センター（仮）の設置により、県内の学校同士だけでなく地域等との連携や海外との交流を図ることなどにより、学び

の質を確保するとともに、専門的な学びや希望する進路への対応など、生徒の多様な教育的ニーズに応じた教育環境を整備する。 

 

・従来の遠隔授業から得られた成果と課題を整理し、オンライン教育センター（仮）の効果的な運用を行う。 

 

 

 

 

特別支援学校の生徒の交流及び共同学習を通じて、共生社会の実現に向けたインクルーシブ教育の推進を図ります。 

  

○ 通級による指導のほか、別室支援等による多様な支援体制を充実させ、生徒一人一人の学習や学校生活への適応をきめ細かく支援し

ます。 

 

４ 小規模校の学びの在り方 

 ○ 小規模校については、生徒の人間関係の固定化により多様な価値観に触れる機会が少ないことや、教職員が少人数となることなど教

育資源に限りがあるため、学校単独では個別最適な学びと協働的な学びの確保が困難な状況にあることから、オンラインや地域連携な

どを活用し、教育環境を整えることが必要です。 

（１）オンラインの効果的な活用推進 

 ○ 小規模校においても、教科・科目の選択肢の幅を広げられるよう、オンライン授業などを効果的に活用することで、学びの質と学習

機会を確保します。 

 

（２）地域連携や学校間連携の取組 

○ 小規模校単独では実施が難しい教育活動の機会の確保として、地域資源や地域課題に着目した、地域と密接に関わる探究的な学習機

会の創出を通して学校の特色化や魅力化を図り、市町村や地域の関係団体等と連携・協働した学校づくりを推進します。 

 

○ 学校間の連携による学習機会を提供することなどを通じて、多様な生徒との交流や対話的な学びの機会を充実させ、コミュニケーシ

ョン能力や社会性を育む教育活動の機会を確保します。 

 

５ オンラインの効果的な活用による教育空間の拡張 

（１）学校間の相互配信によるオンライン授業等 

○ オンラインの効果的な活用により、希望する進路等が同じ生徒同士で構成される協働学習体制（ピアグループ）を形成し、他の拠点

校や中部地区の進学系高校や海外の高校と連携した授業や課外講習の相互配信を実現することで、自校だけでは成し得ない充実した

学習環境を整備します。（再掲 「２ 時代のニーズに対応した高校の魅力化 （１）普通系の学び」） 

 

○ オンラインを活用した学校間の連携により、探究学習や専門高校における学びの成果の共有を図るなどの学習機会を提供すること

を通じて、多様な生徒との交流や対話的な学びの機会の充実を図ります。 

 

（２）オンライン教育センター（仮）の設置 

○ オンライン教育センター※（仮）の設置により、学びの質を確保するとともに、専門的な学びや希望する進路への対応など、生徒の

多様な教育的ニーズに応じた教育環境を整備します。 

 

○ オンライン教育センター（仮）を拠点として、県内の学校同士や地域等との連携、海外との交流などについて支援し、学びの機会の

一層の充実を図ります。 

 

○ 従来の遠隔授業の実施を通じて得られた成果や課題を整理・分析し、その知見をもとに、教材の整備、教員間の指導ノウハウの共有、
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オンラインシステムの安定運用体制の構築などを行い、オンライン教育センター（仮）の効果的な運用を図ります。 

 

＜オンライン教育センター（仮）を設置した際の運用のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜圏域ごとの今後の必要学級数の推移及び再構築後の姿＞ 

①南部地区 

【現状】 

令和７年度 １，３４９人（中学校卒業者見込数）／全日制３５学級（設置学級数） 

【令和２１年度の姿】 

令和２１年度 ６４１人（中学校卒業者見込数）／全日制１５学級（必要学級数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 大学進学や探究的な学び、特色ある探究的な学び、農業系や工業系、商業系の学びを確保します。 
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②中部地区 

 【現状】 

  令和７年度 １３，３１５人（中学校卒業者見込数）／全日制１８８学級（設置学級数※） 

 【令和２１年度の姿】 

  令和２１年度 ９，２６３人（中学校卒業者見込数）／全日制１２８学級（必要学級数※） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 大学進学や探究的な学び、特色ある探究的な学びを確保します。 

○ 工業や農業分野において、大学や企業との連携による先端技術を学べる農業系、工業系の専門学科の基幹校を配置します。 
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③－１ 大崎地区 

 【現状】 

  令和７年度 １，６６９人（中学校卒業者見込数）／全日制４０学級（設置学級数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③－２ 栗原地区 

 【現状】 

  令和７年度 ４４７人（中学校卒業者見込数）／全日制１１学級（設置学級数） 
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③北部地区（大崎地区＋栗原地区） 

 【令和２１年度の姿】 

  令和２１年度 １，０９６人（中学校卒業者見込数）／全日制２０学級（必要学級数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 大学進学や探究的な学び、特色ある探究的な学び、農業系や工業系、商業系の学びを確保します。 

 

④－１ 登米地区 

【現状】 

 令和７年度 ６１５人（中学校卒業者見込数）／全日制１４学級（設置学級数） 
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④－２ 石巻地区 

 【現状】 

  令和７年度 １，４０３人（中学校卒業者見込数）／全日制３５学級（設置学級数※） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④東部地区（登米地区＋石巻地区） 

 【令和２１年度の姿】 

  令和２１年度 １，０２９人（中学校卒業者見込数）／全日制２０学級（必要学級数※） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 大学進学や探究的な学び、特色ある探究的な学び、工業系や商業系、水産系の学びを確保します。 
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第５章 将来構想の推進 

１ 家庭・地域・学校の協働の必要性と役割 

 ・将来構想の推進に向けコミュニティ・スクールの仕組みを活用し、家庭・地域・学校が役割分担をしながら協働する。 

・市町村との連携・協働を一層推進するとともに、企業や関係団体等との連携体制等を構築する。 

 

 

 

 

 

 

２ 持続可能な学校教育の推進 

 ・社会に開かれた教育課程の推進 

 ・全ての生徒の可能性を最大限引き出す質の高い教育の実現に向けた新たな取組に対応するため、研修等の充実により教職員の学びを支

え、教職員の資質能力の向上を図る。 

・教職員にも魅力的な教育環境となるよう、業務負担の軽減や教職員を支える体制の充実など、働き方改革を一層推進する。 

⑤気仙沼地区 

 【現状】 

  令和７年度 ４６７人（中学校卒業者見込数）／全日制１５学級（設置学級数） 

【令和２１年度の姿】 

  令和２１年度 ２１１人（中学校卒業者見込数）／全日制５学級（必要学級数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 大学進学や探究的な学び、特色ある探究的な学び、工業系や商業系、水産系の学びを確保します。 

  

第５章 将来構想の推進 

１ 学校・家庭・地域の協働の必要性    

○ 将来構想の推進に当たっては、コミュニティ・スクールの仕組みも積極的に活用するなどして、学校・家庭・地域がそれぞれの役割

を分担しながら連携・協働することが重要です。 

 

○ 地域の特色や多様な地域資源を教育に取り入れ、実社会と結び付いた学びを展開できるよう、企業や関係団体等との連携体制を構築

します。 

 

 ○ 地域の実情や生徒の教育的ニーズに即した魅力ある高校教育の実現に向けて、市町村との連携・協働を一層推進します。 

 

２ 持続可能な学校教育の推進 

（１）社会に開かれた教育課程の推進 

 ○ 学校が地域や社会との連携・協働を深め、現実の社会や地域課題、文化・歴史等を学びに取り入れることにより、生徒が地域への理

解を深め、社会の一員として必要な資質・能力を身に付けられる教育課程を編成・実施します。 
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 ・構想の実現に向けて、ニーズを見極めながら外部リソースも積極的に活用するなど、必要な体制の確保に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 将来構想の推進に向けた適正な進行管理 

（１）社会情勢の変化に応じた進行管理 

 ・さらなる少子化の進行や国の制度改正などに応じて、必要な見直しを行う。 

 

 

（２）適正な進行管理 

 ・将来構想の推進に向けた関係者（こどもを含む。）による立案・推進体制を構築し、進行管理を行う。 

・将来構想の期間のうち、６年が経過した時点で、その内容について確認する。 

（２）外部リソースの活用によるニーズに応じた体制の確保 

 ○ 構想の実現に向けて、探究学習や専門的な学びなどに必要とされる地域や外部機関との連携・調整などを担う外部人材の任用などに

より、教育環境や学習機会の充実を図り、国や市町村、企業、関係団体などの人材・資金・設備等の外部リソースも効果的に活用する

など、必要な体制を確保します。 

 

（３）教職員の支援体制 

○ オンライン授業などデジタル技術の活用による教育手法の変化や、生徒一人一人の学び方、進路希望など、多様化する生徒の教育的

ニーズに応えるため、時代に応じて求められる資質能力の向上に関する研修や、教職員の学びを支える人材育成の充実などにより、教

職員が安心して教育現場で活躍できるよう支援します。 

 

○ 教職員が教育活動に専念できる環境を整えるため、ＩＣＴの効果的な活用などによる負担軽減を一層推進するほか、相談体制の充実

などにより教職員を支える体制を強化します。 

 

○ また、教職員の心身の健康保持と指導力の向上を図り、生徒に対して質の高い教育を安定的に提供できる環境を整備します。 

 

（４）生徒の相談・支援体制の構築 

 ○ 生徒一人一人の多様な背景や状況に応じた支援を充実させるため、学習面や生活面、進路面などにおけるきめ細かな相談・支援体制

の構築や、関係機関・地域との協働を通じて、生徒が安心して学び、将来への希望を持って成長できる環境の整備を図ります。 

 

（５）教育環境の充実 

 ○ 生徒が安心して学ぶことができるよう、教員を的確に配置するとともに、校舎・実習施設等の計画的な整備や、学習内容・教育手法

の変化に対応した設備の導入など、再構築後の学びに必要な教育環境の充実を図ります。 

 

３ 入学者選抜の在り方 

 ○ 高校教育の創造的再構築の実現に向けては、入学者選抜についても、各学校の特色に応じ、生徒の多様な資質・能力を多面的にとら

えることができるよう、全国募集の拡充、多様な人材を受け入れることが可能となる選抜制度など、選抜方法等について総合的に検討

する必要があります。 

 

４ 将来構想の推進に向けた適正な進行管理 

（１）社会情勢の変化に応じた進行管理 

 ○ 人口動態や社会情勢の変化、国の制度改正や新たな教育施策の動向を把握し、本構想に掲げる方向性や取組内容に変更の必要が生じ

た場合には見直しを行います。 

 

（２）適正な進行管理 

○ 市町村や企業、関係団体のほか、教職員や保護者、こども※などの多様な関係者の意見を伺いながら、構想の実現に必要な実施計画

の策定などを立案・推進する体制を構築し、各施策の進捗状況や課題を把握しながら進行管理を行います。 
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○ また、構想開始から６年が経過した時点で、高校教育を取り巻く現状と課題や社会情勢の変化を踏まえて、検証を行うとともに、

その内容が適切であるか確認します。 

 


